
事業報告書 

 

１．法人の概要 

(1) 基本情報 

①法人の名称 

静岡県東部理容美容学園 

②主たる事務所の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス等 

住所：静岡県三島市寿町３番 42号 

   電話番号：055-975-2236、ＦＡＸ番号：055-975-2192 

   ホームページアドレス：https://www.t-ribiyou.com 

 

(2) 建学の精神 

「豊かな教養とすぐれた技術をもつ優秀な理容師・美容師を養成し、社会に役立つ

人材を育成する。」 

 

(3) 学校法人の沿革 

年月日 事     項 

S30.12.7 学校教育第４条並びに私立学校法第５条により、静岡県東部理容 美容

専門学校の設置許可(静岡県指令知総第 776号)設置課程、設置学科、

学級数及び学級定員 

昼間課程 理容学科 1学級 50名、美容学科 1学級 50 名 

夜間課程 理容学科 1学級 50名、美容学科 1学級 50 名 

S31.2.27 校舎落成式 三島市芝町長林 2754番地の１ 

（現東海道新幹線三島駅歩廊の地） 

S31.3.26 理容師法美容師法第３条第１項により、理容師及び美容師養成施設の

厚生大臣指定許可（厚生省静衛第 230 号） 

https://www.t-ribiyou.com/


S31.4.7 静岡県東部理容美容専門学校開校 第 1 回入学式 

S31.10.5 通信課程の併設許可（厚生省静衛第 963 号）。設置学科・学級数及び

学級定員 

理容学科 1学級 50名、美容学科 1 学級 50名 

S31.12.20 学校法人静岡県東部理容美容専門学校寄附行為許可（静岡県指令知総

第 1504号） 

S32.8.28 夜間課程休校届提出 

S33.6.16 昼間課程の学級数及び学級定員の変更（増加）許可（厚生省静衛第

452号） 

理容学科 ２学級 100名、美容学科 ２学級 100名 

S37.4.1 校服制定 

S37.5.1 現在地に移転（東海道新幹線敷設工事のため） 

三島市寿町３番 42 号 新校舎落成式 

S39.12.9 夜間課程廃止（厚生省収環第 463号） 

年月日 事     項 

S42.7.10 下田分教場設置許可：賀茂地区通信課程面接指導のため（静岡県衛生

部長通達第 456号） 

S46.1.16 静岡県各種学校に対し教具等整備費補助金の交付決定 

S51.12.8 静岡県東部理容美容高等専修学校（学校教育法の一部改正により専修

学校への切替）設置許可（学文第 464 号） 

設置課程、設置学科、学級数及び学級定員 

高等課程 理容学科 1学級 40名、美容学科 1学級 80 名 

付帯事業 通信教育部 

高等課程 理容学科 1学級 40名、美容学科 1学級 40 名 

S51.12.8 学校法人静岡県東部理容美容学園寄附行為（変更）許可（学文第 478

号） 



S52.4.1 学校法人静岡県東部理容美容学園 静岡県東部理容美容高等専修学校

発足 

S54.3.16 静岡県私立専修学校に対し運営費補助金の交付決定 

S57.2.29 木造校舎を鉄筋校舎への改築及び旧館補修工事竣工 

H4.3.16 学校法人静岡県東部理容美容学園寄附行為（変更）許可（学第 976

号） 

H9.7.18 学校名変更届（施行 H10.4.1） 

H9.8.4 高等課程廃止 専門課程設置許可(学第 499号)（施行 H10.4.1） 

学校法人静岡県東部理容美容学園寄附行為（変更）許可（学第 500

号）（施行 H10.4.1） 

H9.8.29 校舎の用途変更届、校舎の増築届（竣工 H10.1.10） 

H10.4.1 理容師法第 3条 3 項及び美容師法第 4 条第 3項（厚生省収生衛第 405

号）により 

学校法人静岡県東部理容美容学園 静岡県東部理容美容専門学校（専

門課程）発足 

H11.4.1 服装自由化 

H12.2.8 専門課程修了者に専門士（衛生専門課程）称号付与認定（文部省告示

第 15号） 

H13.3.31 下田分教場閉鎖 

H20.9.22 新校舎完成・竣工祝賀会 

H22.3.8 接遇・マナー認定校（SBS：全日本美容業生活衛生同業組合連合会） 

着付け認定校（SBS：全日本美容業生活衛生同業組合連合会） 

H22.4.1 静岡県東部総合美容学校に校名変更 

NPO法人 JNEC（日本ネイリスト協会）法人会員入会、 

ネイリスト認定校（認定番号 0163-2） 

H22.9.30 理容学科廃止承認（東海北陸厚生局長） 



H24.4.1 

 

H24.4.1 

JNEC日本ネイリスト試験センター3級試験会場登録校認定 

カラーコーディネーター認定校（NPO 法人日本カラーコーディネータ

ー協会） 

H25.4.1 接遇・マナー認定校（SBS：全美連評価認定制度） 

H25.4.18 Ｊカラー検定認定校（NPO法人日本カラーコーディネーター協会） 

H25.5.8 エステティック認定校（SBS：全日本美容業生活衛生同業組合連合会） 

H28.8.1 日本ヘアケアマイスター認定校（日本ヘアケアマイスター協会） 

R1.9.20 大学等における就学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号）第 7

条第 2項各号、大学等における就学の支援に関する法律施行規則第 7

条第 1項に基づき「高等教育修学支援新制度」に認定。 

R2.1.22 福祉理美容福祉協会認定校、准福祉美容士、福祉美容士 

R2.2.28 メイク認定校（SBS：全日本美容業生活衛生同業組合連合会） 

R2.3.25 職業実践専門課程に認定（文部科学省総合教育政策局長） 

R2.7.1 まつ毛エクステンション認定校（日本理容美容教育ｾﾝﾀｰ） 

R2.7.31 専門実践教育訓練講座に指定。 

R3.6.1 インターネット出願開始 

  

(4) 設置する学校・学部・学科等 

静岡県東部総合美容専門学校 美容学科 専門課程 

静岡県東部総合美容専門学校 美容学科 通信課程 

  



 

(5) 学校・学部・学科等の学生数の状況 

(Ｒ４年５月１日現在) 

学校名 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

静岡県東部

総合美容専

門学校 

美容学科
専門課程 

８０（２学級） ７２(２学級) １６０（４学級） １３１（４学級） 

静岡県東部

総合美容専

門学校 

美容学科
通信課程 

４０(１学級) １２（１学級） １２０（３学級） ３３（３学級） 

(6) 収容定員充足率 

(毎年度５月１日現在) 

学校名 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

静岡県東部総合美容専
門学校 美容学科  
専門課程 

３８．１％

（６１） 

３１．９％

（５１） 

４５％ 

（７２） 

６３．８％

（１０２） 

８１．９％

（１３１） 

静岡県東部総合美容専
門学校 美容学科  
通信課程 

２５％ 

（３０） 

２８．３％ 

（３４） 

２７．５％ 

（３３） 

２６．７％

（３２） 

２７．５％

（３３） 

 

  



 

(7) 静岡県東部総合美容専門学校 役員（理事・監事）・評議員 一覧 

 

 

常勤・非常勤 

の別 

学内外

の別 

 氏  名 

 

前職又は現職 

 

任期 

 

理 事 長 

 

  非常勤 

 

  外   

 

久保田寿人 

 

Rogos株式会社 

代表取締役社長 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

副理事長 

 

  非常勤 

 

  外   

 

荻澤 章男 

 

ヘアープラザ・オギサワ 店

主 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

会計理事 

 

  非常勤 

 

  外   

 

齊藤 公治 

 

都容美 取締役 

 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

会計理事 

 

  非常勤 

 

  外   

 

谷川 嘉英 

 

(有)美容室スタジオ２１代表

取締役 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

理  事 

 

  非常勤 

 

  外   

 

粟野 和夫 

 

ヘアーカットｋａｚｏ 

店主 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

理  事 

 

  非常勤 

 

  外   

 

庄司 一生 

 

庄司理容所 店主 

 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

理  事 

校  長  

  常 勤 

 

  内   

 

安藤 宏通 

 

静岡県東部総合美容専門

学校 校長 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

 

 

監 事 

   

   非常勤 

 

外 

 

杉山 孝二 

 

元市役所職員 

 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

監 事 

   

   非常勤 

 

外 

 

梅原 通夫 

 

元公立・私立高校 

校長 

2021.5.30～ 

2024.5.29 

 

 

評議員名簿 

荻澤章男（理事） 久保田寿人（理事） 橋本浩一 山本逸子 

大村 敦 庄司美智子 藤田あけみ 阿部小夜子 

牧野泰孝 田谷和弘 齊藤公治（理事） 福室圭太 

庄司一生（理事） 遠藤孝夫 中野幸夫 粟野和夫（理事） 

池田重樹 渋谷俊明 黒川真一 谷川嘉英（理事） 

佐藤 寛 箕輪 誠 土屋 博 原 晋一 

白石美和子 馬上 薫   

 

(8) 教職員の概要 

・職員の本務・兼務別の人数、平均年齢等 

   本務者８名（男１、女７）、兼務者６名（男３、女３）、職員６名（男４、女３） 

平均年齢：５５．２６歳  



 

(9) その他 

・系列校なし 

 

２．事業の概要 

(1) 主な教育・研究の概要 

評議員会事業報告から 

１ 会議の開催と主な内容 

第1回理事会・監査   令和３年 ４月１９日  監査報告と決算 

第２回理事会           ５月１７日  評議員会の議案審議 

第３回理事会           ７月１２日  学校運営上の課題 

第４回理事会           ９月１３日  学校運営上の課題 

第５回理事会          １２月２０日  中間決算と学校運営上の課題 

第６回理事会      令和４年 ２月１４日  提出議案の検討 

第７回理事会           ３月１４日  評議員会の議案審議 

通常評議員会      令和３年 ５月１７日  事業報告と決算 

臨時評議員会      令和４年 ３月１４日  事業計画と予算案  

 

２ 教育内容の充実 

(１) 臨時休業に関すること 

令和３年度も、昨年度に引き続きコロナ禍の中での対応を迫られた。WEB授業を３期実

施した。第１期は８月３０日(月)～９月２４日(金)まで、１、２年生交互に実施した。第２

期は令和４年１月１４日(金)～１月１９日(水)、第３期は令和４年２月４日（金）午後(2年

生は８日)～２月１０日（木）まで実施した。当初心配されていたWEB授業も内容を工夫し

順調に実施できた。特に第２期は、全て時間割通りに進め、非常勤職員を含め全ての教員

がWEB授業を実施した。 



(２) 行事関係 

美容フェスティバルは、コロナウイルス感染症の下火になった５月２９日(土)に来場者

の制限をし、実施した。2年生のヘアー＆メイクショーは、３グループが、これまでに培っ

た技能の成果を駆使し、創造性を発揮し、来場者に感動を与える内容であった。特に高校

生の反響は高かった。また、展示については、1年生は全員参加、２年生は部門別に良い作

品を展示した。 

修学旅行は、１０月、１１月、３月に延期し様子を見たが、実施できなかった。 

ハロウィンパレード等のイベントは、伊豆市の修善寺駅でのイベントのみ実施し、他は

全て中止となった。学生の社会貢献活動は、校内行事のボランティアと挨拶運動（年３回

中１回実施）を活躍する場とした。 

(３) コンテストに関すること 

学生の対外的な活躍の場は、実際の大会としては東海地区理美容甲子園のみで、他はフ

ォトコンだった。理美容甲子園は本校始まって以来の好成績だった。全部門で９名が入賞

した。内訳は、ワインディング部門３名、まつ毛エクステンション部門２名、ネイルアー

ト部門１名、デザイン画部門３名だった。フォトコンでは、「日本美容技術振興センタ

ー」で、優秀賞は２人、入賞者１３人、計１５人が受賞した。。

「CHA(ChubuHairstyleAwards2021）」では、クリエイティブ部門でBest20 セレクト入賞

者に１名は入った。他に日本ネイリスト協会の「STUDENT AWARD」で表彰された。 

コロナ禍の中、職員と学生がコンテストに対して前向きに考え、取り組んだ結果、２７

人が入賞した。全校生徒の２７％が入賞したことになる。 

(４) 検定・国家試験に関すること 

検定とディプロマの取得は、全美連による「接遇・マナー」２級３級、「着付」の３

級、２級、ヘアケアマイスタープライマリー、パーソナルカラー3級2級・ライフカラー3

級、ＪＮＥＣネイリスト技能試験検定３級２級、JNAネイリスト技能検定初級の検定試験

が行われた。今年も、検定試験全体の合格率が９１.６％と高く４年連続で９１％以上の取

得率となった。学生の資質を高めるために、さまざまな資格やディプロマを取得できるよ



うになった。次年度は、SBSメイク２級の取得が可能となる。 

国家試験は９４．７％の合格率だった。実技は本年度も１００％合格だったが、学科で些

細なミスをした学生が惜しくも不合格となった。 

(５) 令和 3 年度事業計画に対する成果 

① ７５人の入学者を目指した募集活動  →  ７２人(出願は７５人) 

② １００％の就職率（就職決定者／就職希望者） → １００％ 

③ １００％の美容師国家試験合格(通信は６０%) →  

第45回結果 昼間 ９４.７％(実技100%) 通信９０.０％  

④ ３０％の大会入賞者 → ２７％(前年度より 1 人増) 

 

３ 労務調査に関すること 

令和３年１１月１６日に、２３年ぶりに労務調査の抽出に該当した。関係書類の見直し

等も含め整理ができ有益だった。結果は、一部書類が遅れたものがあり、「報告不要の是

正済み」として指導があった。他については、書類がきちんと整理され、処理されている

と好評価をいただいた。 

 

４ 教職員研修 

① 実習担当教員の校内課題研修等 ----  SBSメイク指導講師資格７人取得 

② アップスタイル講習等 ----  授業者 

 

５ 学生募集事業 

① オープンスクール：４月２４日（土）、フェスティバル見学会：５月２９日(土) 

チャレンジレッスン：５月１５日(土) 、アフターレッスン： ６月１８日(金) 

学校説明会：４月１１日(日)、５月１５日(土)、６月１９日(土)、７月３日(土) 

体験入学：６月５日（土）、７月２４日（土）、８月７日(土)、８月２０日(金) 

９月１８日（土）、１２月１１日(土)、２０２２年２月１９日(土)、３月２８日(月) 



ミニ体験入学：２０２２年３月１２日(土) 

※コロナウイルス感染症拡大防止のため体験入学の２日間を中止とした(斜体字の日付)。 

② 中学生の職業体験は全て中止となったが、職業講話は５中学校で実施した。 

③ 職業教育振興事業「お仕事発見フェア」、ハロウィンパレード等のイベントは、

伊豆市のイベント以外は中止となった。 

④ ３月に新入生向けに学校開放日を設けた。 

 

６ その他 

・本年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントや体

験入学の中止があった。また、その中で、WEB授業の実施など職員の積極的な対応をした

ため、大きな混乱がなかった。 

・夏期に行われた実務実習は、協力店の支援もあって着実な成果を挙げている。 

 

（２）「卒業の認定に関する方針」 

卒業認定については学則に定めがある。 

必要な授業時数の定めと評定の定めの両面から「学則第9条（教育課程、標準授業時数及び

成績評価）」に規定されている。 

教科課目の成績評価は、学年末において各学期末に行う試験・実習の成果、履修状況等を総

合的に勘案して行う。ただし、出席停止等の特別な事情を除き、出席時数が標準時数の10分

の9に達しない者は、その教科課目について評価を受けることができない。 

認定の基準は、学則「学則第10条（認定の基準）」に定める。  

本校の教育課程の修了又は卒業は、所定の課程を修了した者について学習評価のうえ認め

る。なお、成績評価及び進級・卒業の認定基準については別に定める。 

「学修成果の評価について」は、進級･卒業の認定基準」によると以下の通りである。 

(1) 出席授業時数は、学則に準ずる。 

(2) 学期毎の期末試験を全て合格しなければならない。 



    ①合格点は１００点満点中６０点以上とする。 

    ②不合格者は、追試を受ける。追試合格も６０点以上とする。 

(3) 各授業の実習成果、履修状況が、その担当教師の判断で「良」と許可されるものでなけ

ればならない 

「学則第11条（卒業証書等の授与）」校長は所定の課程を修了したと認めた者には 

当該課程の名称及び修業年限を記入した卒業証書を与える。 

適切に実施するために、各学期に成績会議を行っている。２月は、進級卒業認定会議を行

い、上記の認定基準に沿って認定している。 

 

（３）「教育課程の編成及び実施に関する方針」   

科目担当の決定後、担当者同士で授業内容を話し合い、使用教材についても検討する。教

材は全教員と事務職員で、教材の適否と金額を検討し、次年度の予算化をする。授業内容に

ついては、教育課程編成会議の検討内容と今年度の反省を元に改善点を話し合う。それを元

にシラバスの原案を作成し、暫定版とする。その後年度初めに向けて変更したものを公開す

る。 

（４）「入学者の受入れに関する方針」 

  入学者の受入については、入学前に出身高校の進路指導教諭から情報を頂き、事前に対応

できることは学校全体で受入体制を整える。また、オリエンテーションを２回実施し、学生

を不安を抱かせないように努力している。入学予定者には２月上旬に実施している「ワイン

ディング講習会」と「入学前実習授業」に参加させ、実習授業への不安の軽減と３月の特待

生試験のお準備ができるようにし、用具の貸出も行っている。  

  



（５）中期計画  

１ ３つの方針 

 

 (ｱ)実践的な産学連携教育や社会人の学び直し促進(専門実践教育訓練給付金の活用) 

(ｲ)教職員の研修体制の整備、職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の充実(第三者評価の

導入) 

(ｳ)個に応じた多様な学びの機会の保障、インクルーシブ教育、修学困難な学生に対する経済的

支援、 

２ 質の高い教育の提供 

 質の高い教育を行うために、次のように考える。 

第一に、職業実践専門課程を基軸に更なる質向上を目指すこと。 

第二に、社会人の学び直しを促進するために、実践教育訓練給付金制度を周知し、学びの機会

を増やすこと。 

第三に、学習ニーズやインクルーシブ教育について学び、経済的支援など修学支援策を講じる

こと。 

第四に、ＩＴ機器の導入で学習効果を高める工夫を行うこと。新しい美容機器を導入しサロン

ワークの先端技術を導入することなど、現代化すること。 

第五に、定員増(学年１０５人)を目指し、１クラス上限３５人程度にし、少人数指導ができ

るようにしていく。同時に現代化を目指した、実学の学校にふさわしい授業料の見直しを年

次計画で行う。 

 

３ 職業実践教育課程の更なる充実と発展 

職業実践専門課程で必要なのは、自己点検・自己評価、学校関係者評価及び第三者評価を

行うことである。これは、教育の質向上を進めるには最適なツールである。本校は現在、第

三者評価については実施していない。これまでの学校評価を見直し、第三者評価の実施に耐

えうる自己点検・自己評価の内容にしていき、第三者評価を受ける準備をしていきたい。 



 

４ 社会人向けの専門学校の魅力の発信 

美容学科は、専門実践教育訓練講座の対象学科になっている。社会人の学び直しの機関と

して、安心で充実した内容を提供しているということを更に周知していく必要があると思わ

れる。２年間の訓練期間となり長期だが、美容師の国家資格を取得するための必要条件であ

る。 

もう一つは、短期間の資格取得の講座を設けることである。人材育成や募集を含め検討

が必要である。１ヶ月から半年ぐらいの講座で、夜間の講座も含めて実施するか否かの検討

を５年を目途に行い、方向性を示したい。 

５ 修学支援策 

学習ニーズの多様化に応えるには、教員研修は欠かすことができない。多様な学生のニー

ズに関わり方があることを研修する。学科の制度設計として、美容学科のみで良いか、今後

検討していきたい。 

６ 学習環境の改善 

学校施設の認可要件は満たしてはいるものの、現在の持ち物や多様な学習ニーズに応じた教

育を進めようとすると施設的に対応していない。将来は２クラス３コース、３クラス４コース

等のコース別学習や科目による進度別学習を行うためには、教室数と一教室の広さを改善して

いく必要がある。飛躍的に発展していくＧＩＧＡスクールも念頭に入れた教室設計も避けられ

ない。 

７ 機関要件の改善 

機関要件では、定員の８割の入学生を前提としている。本校は学年８０人、２学年で１６０

人が定員なので１２８人が８割で、最低必要な在籍数である。まずは１４０人以上の入学生を

目指し、３年以内に１６０人を超えることを目指したい。各年度で定員増を進め、１７０人１

８０人と定員増を進め５年で２００人の定員にしたい。学習環境の改善を考えると２４０人規

模の学校にしていきたい。その時に美容学科だけで行うと言うことではなく、夜間などの他学

科も含めて考えていくことが必要だと考えている。 



３．財務の概要 

(1) 決算の概要 
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（２）その他 

①有価証券の状況 

  

②借入金の状況 

 

 学校債の状況 

  

⑤補助金の状況 

 日本学生支援機構による「学ぶ意欲」のある学生を支援する「私立専門学校修学支援事

業費補助金」及び静岡県による、私立専修学校の教育振興を図るための補助金「静岡県私立

専修学校運営費補助金」の交付を受けた。 

補助金名 補助金交付額 

私立専門学校修学支援事業費補助金 ４，９００，６００円 

静岡県私立専修学校運営費補助金 ２，５３７，０００円 

 

⑥収益事業の状況 

   

⑦関連当事者等との取引の状況 

ア)関連当事者 

  

イ)出資会社 

・該当なし 

 ⑧学校法人間財務取引 

・該当なし 



 

(2) 経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

本校の事業は、純利益、収益力が低い事業内容である。安定した収益を上げるために

は、入学者数の増加が鍵になる。昨年度から学生数の増加に伴い、経営状況は改善され

つつある。質の高い教育を目指し、教育課程の変更や授業内容の工夫をしたため、学生

からの評価は高い。引き続き、学校評価を活用し、ＰＤＣＡサイクルを有効なものにし

つつ、職業実践専門課程の内容をより良くしていきたい。今後の課題としては、定員の

９割以上の入学者数を確保することである。 


